
水道料金の基本料金の免除について 

 

コロナ禍における物価高騰等に対応するため、水道料金の基本料金を６か月間免

除します。 

なお、超過料金及び下水道使用料等は免除の対象外です。 

 

○免除の内容 

水道料金から基本料金を差し引いた金額を請求します。 

手続は不要です。 

【例】口径１３ｍｍの場合、６か月で４，４８８円（税込）の免除となります。 

※基本料金は、水道メーターの口径により異なりますので、以下の水道料金表

を参考にしてください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○対象者 

本市と給水契約を結んでいる世帯及び事業者等 約３７，０００件 

※国及び地方公共団体、伊勢崎市境島村地区を除く。 

 

○予算 

２億６９３万５千円（令和４年第２回臨時会（７月２２日）対応） 

 

○対象期間 

 ・奇数月検針地区：令和４年９月、１１月、令和５年１月検針分 

 ・偶数月検針地区：令和４年１０月、１２月、令和５年２月検針分 

 ・毎月検針の方 ：令和４年９月から令和５年２月検針分 

メーター口径 
基本料金 

（２か月税込） 

基本料金 

（６か月税込） 

１３ｍｍ １，４９６円 ４，４８８円 

２０ｍｍ ２，１７８円 ６，５３４円 

２５ｍｍ ２，４６４円 ７，３９２円 

３０ｍｍ ５，５００円 １６，５００円 

４０ｍｍ １１，０００円 ３３，０００円 

５０ｍｍ １６，５００円 ４９，５００円 

７５ｍｍ ２７，５００円 ８２，５００円 

１００ｍｍ ４１，２５０円 １２３，７５０円 

１５０ｍｍ以上 ８２，５００円 ２４７，５００円 


